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添付図１７　吹田佐竹台住宅一団地認定変更手順

・活用用地において、　一団地認定を取得するかは事業者提案による。
　区域で、それぞれ、一団地認定を取得する。

・２つの認定区域となっている。 ・２つの認定区域と取り消し、それぞれの区域から
　１工区を除いた形で新規認定を取得する。
・府営住宅整備用地において、一団地認定を取得
　するかは事業者提案による。

・活用用地内の既存住宅を撤去し、佐竹台５丁目東認定区域を取り消す。・活用地側の開発道路を整備、市へ移管。
・開発道路西側の区域及び、既存住宅の残る活用用地
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一団地認定取得の有無は、

事業者提案による。

認定条件を満たすよう区域を設定する。

一団地認定取得の有無は、

事業者提案による。
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①現況一団地認定区域
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③活用用地側の移管道路整備時点

②府営住宅（１工区）建設時点
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④既存住宅撤去時点


